
福井県特別支援学校校務支援システム整備業務に係る 

プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

特別支援学校では、児童生徒一人ひとりの障がい特性や行動の特徴、健康状態などを踏まえた個別

の指導計画の作成や見直しに多くの時間を要している。現在は紙書類やＥＸＣＥＬを利用している

が、効率的な個別の指導計画の作成や校務に係る業務が行えていない現状がある。また、一般の県立

学校向けの校務支援システムでは、障がいのある児童・生徒に特化した個別の教育支援計画および指

導計画、成績管理が難しいため、今回、特別支援学校向けに最適化された校務支援システムを導入す

るため、その事業者をプロポーザル（企画提案）方式により募集し、決定する。 

 

２ 業務概要 

（１） 業務名 

福井県特別支援学校校務支援システム整備業務 

（２） 履行期間 

契約締結日から令和１２年３月３１日（日）まで 

（３） 業務内容 

   別添「福井県特別支援学校校務支援システム整備業務仕様書」のとおり 

 

３ 参加資格要件 

  企画提案書を提出することができる者は、法人であって、福井県特別支援学校校務支援システム整

備業務に関する審査委員会（以下「審査委員会」という。）の審査を受ける資格（以下「受審資格」

という。）に関し、次に掲げる事項について県の認定を受けた者とする。  

（１） 法人  

1. 福井県財務規則（昭和３９年４月１日福井県規則第１１号）第１４６条の規定により知事が

競争入札参加資格を有すると認めた者であること。  

2. 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でないこと。  

3. 受審資格認定の日において、現に県の指名停止措置を受けている者でないこと。  

4. 受審資格認定の日において、会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づく更生手続開

始の申立て、および民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

てがなされていない者であること。  

5. 福井県に事務所または事業所を有する者にあっては、全ての県税ならびに消費税および地方

消費税において未納がない者であること。  

6. 他の都道府県において特別支援学校を含む複数校種（小中高など）でのクラウドサービス運

用実績を有する者であること。 

7. 次の（ア）から（オ）までのいずれにも該当しない者であること。  



(ア) 役員等（その役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をい

う。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者  

(イ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者  

(ウ) 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者  

(エ) 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど

直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者  

(オ) 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  

 

（２） 提案するサービスは、以下に掲げるセキュリティ評価制度やガイドラインに基づき提供される

ものであること。 

・ 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）登録済みのパブリッククラウ

ドサービス環境で提供されるものであること（※但し ISMAP-LIUを除く） 

・ 教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン （令和７年３月：文部科学省）に

準拠する SaaS型サービスであること（教育情報セキュリティポリシーハンドブック（令

和７年３月：文部科学省）の３２ページに記載のある「教育委員会等がクラウド事業者に

対して適切な対応が行われているかを確認すべき内容（例）」および「教育委員会等がク

ラウド事業者に対して適切なポリシー、体制等が講じられているかを確認すべき事項

（例）」を確認し、準拠するサービスである場合は、その旨を誓約書（任意様式）として

提出すること） 

   （参考 URL） 

教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン （令和７年３月：文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/content/20250325-mxt_jogai01-100003157_1.pdf 

     教育情報セキュリティポリシーハンドブック（令和７年３月：文部科学省） 

      https://www.mext.go.jp/content/20250325-mxt_jogai01-100003157_4.pdf 

 

（３） 提案する者は、以下に掲げるセキュリティ認証を取得していること。 

・ プライバシーマーク（JIS Q 15001）および ISO/IEC 27001 認証 

 

４ 失格事項 

  次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

  また、優先交渉権者が契約締結するまでの間に次のいずれかに該当した場合、または該当している

ことが判明した場合は、優先交渉権者の決定を取り消し、その者とは契約を締結しない。 

（１） 審査結果通知日までに、提案者が前記３参加資格要件を満たさなくなった場合 

https://www.mext.go.jp/content/20250325-mxt_jogai01-100003157_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20250325-mxt_jogai01-100003157_4.pdf


（２） 提出期限までに提出資料が提出されない場合 

（３） ２案以上の企画提案をした場合 

（４） 提出資料に虚偽の記載があった場合 

（５） 著しく信義に反する行為があった場合 

（６） 契約を履行することが困難と認められる場合 

（７） 企画提案書の記載内容が、法令違反など、著しく不適当な場合 

（８） 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（９） 書類に不備がある場合（軽微な場合を除く） 

 

５ 提出書類 

（１） 受審資格認定申請に関する資料 

①受審資格認定申請書等（様式１～２） １部 

②納税確認（証明書）書（写し）（３か月以内に取得したもの） １部 

・福井県の県税の全項目に滞納がない旨の納税証明書（県税事務所） 

・消費税および地方消費税に滞納がない旨の納税証明書（その３の３）（税務署） 

   ③他県での導入事例がわかる資料（契約書など） １部 

④セキュリティ認証を取得していることが分かる書類（写し） １部 

⑤教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに準拠する旨の誓約書 １部 

⑥機能要件対応表 １部 

 

（２） 企画提案に関する資料 

① 企画提案書 １５部 

② ①の電子データ（PDF 等の汎用的なフォーマットで作成されたもの） 

 

６ 提出方法等 

（１） 提出方法 

持参または配達証明付き郵便によること。 

（２） 提出期限 

受審資格認定申請に関する資料  令和８年７月１５日（水）１７時００分まで（必着） 

企画提案に関する資料      令和８年７月２４日（金）１２時００分まで（必着） 

※提出期限後における資料の追加および変更は認めない。 

（３） 提出先 

〒９１０－８５８０ 

福井県福井市大手３丁目１７番１号 

福井県教育庁 教育政策課 教育ＤＸ推進室 

 



７ 質問の受付および回答 

（１） 本委託業務の入札参加資格審査に関する質問事項については、令和８年７月９日（木） 

１２時００分までに電子メールで文章（様式３）を提出すること。 

（提出先：gakkoukyouiku-dx@pref.fukui.lg.jp） 

（２）質問に対する回答は、令和８年７月１０日（金）までに電子メールにより回答する。 

（３）本委託業務に関する質問事項については、令和８年７月１７日（金）１２時００分までに電子

メールで文章（様式４）を提出すること。（提出先：gakkoukyouiku-dx@pref.fukui.lg.jp） 

（４）質問に対する回答は、令和８年７月２２日（水）までに電子メールにより、すべての受審資格

認定者（受審資格認定申請者）に対して一斉に行う。 

 

８ 受審資格の認定結果の通知 

  認定結果については、令和８年７月１６日（木）までに受審資格認定申請書を提出した者に書面で

通知を発送する。 

 

９ 契約先候補者の選定方法および選定結果の通知 

（１） 契約先候補者の選定は、提出された企画提案書等を審査委員会において審査し、契約先候補者

を選定する。なお、以下の日時で審査委員会を行い、提案事業者から２０分程度のヒアリング

を行うので、日程を確保しておくこと。 

日時：令和８年７月３０日（木）１０：００～１２：００ ※予定 

会場：県庁１１階会議室 ※予定 

（２） 審査基準および審査方法は、別添「福井県特別支援学校校務支援システム整備事業に係る提案

書審査要領」のとおりとする。 

（３） 審査結果については、企画提案書を提出した者に書面で通知する。 

（４） 採用となった企画提案については、協議の上、変更する場合がある。 

 

10 その他 

（１） 必要書類が不足している資料、提出期限に遅れた資料は一切受け付けない。 

（２） 企画提案に関する経費は全額提案者負担とする。 

（３） 提出された書類は返却しない。 

 

11 契約上限金額 

令和８年度構築業務は、９，０００，２００円（税込）を上限とする。 

（参考） 

サービス利用期間中の運用経費は、年間２，９０４，０００円（税込）と試算している。 

  

 



12 問い合わせ先 

  〒９１０－８５８０ 

  福井県福井市大手３丁目１７番１号 

  福井県教育庁 教育政策課 教育ＤＸ推進室 

  ＴＥＬ：０７７６－２０－０５６４ 

  E-mail：gakkoukyouiku-dx@pref.fukui.lg.jp 


